登別市（以下「売渡者」という。）と●●●●（以下「買受者」という。）とは、売渡者が表記物品（トヨタ　キャブオーバ（室蘭400せ9623））を買受者に売り渡し、買受者が買い受けることについて次のとおり契約を締結する。
（契約保証金）

第１条　契約保証金は、免除とする。
（代金の納付）
第２条　買受者は、売渡者が指定する口座に振込または売渡者が発行する納入通知書により、指定する期日までに支払うものとする。
（名義変更等の手続き）
第３条　売渡者は、売買代金の納入を確認したときは、すみやかに買受者に譲渡証明書及び委任状、その他名義変更等の手続きに必要な書類を提出しなければならない。
２　買受者は、売渡者から前項に定める書類を受領したときは、直ちに物品（車両）の所有者名義変更又は自動車検査証の抹消登録手続きをとるものとする。
３　物品（車両）の所有者名義変更又は自動車検査証の抹消登録手続きに係る諸経費は、すべて買受者の負担とする。

４　買受者は、物品（車両）の所有者名義変更又は自動車検査証の抹消登録が済み次第、すみやかにその履行が確認できる書類を売渡者に提出するものとする。

（物品引渡し）

第４条　売渡者は、買受者から前条第４項に定める書類の提出を受けたときは、直ちに正当な履行がなされているかを確認したのちに、標記の場所において物品（車両）を現状のまま引渡すものとする。

２　物品（車両）の搬送等引渡しに係る諸経費は、すべて買受者の負担とする。

３　買受者は、引渡しが完了した後、売渡者にすみやかに物品受領書を提出するものとする。
　（履行遅滞の場合における損害賠償金等）
第５条　買受者の責めに帰する事由により、頭書の取引期限内に物品（車両）の引取りを完了しないときは、売渡者は買受者からの書面による申し出により、遅滞金を徴することを条件に取引期限の延長を承認することができる。
２　前項に規定する遅滞金の額は、遅滞日数１日につき頭書の金額に対し政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６号）第８条の規定により財務大臣か定める率で計算した額とする。
３　前項に規定する遅滞金の納付は、納入通知書により指定された期日までに納付しなければならない。

（市章等の除去）

第６条　買受者は、引渡しが完了した後、市章等がある物品（車両）について、すみやかに市章等を除去しなければならない。

２　物品（車両）の市章等除去に係る諸経費は、すべて買受者の負担とする。
（危険負担）

第７条　物品（車両）の所有権が、売渡者から買受者に移転したときから物品（車両）の引渡しのときまでにおいて、売渡者の責めに帰することができない事由により物品（車両）が滅失又はき損した場合の損害は、すべて買受者が負担するものとする。

（追完請求権）

第８条　契約締結後に、新たに物品（車両）にき損や経年及び使用による劣化など（以下、「契約不適合」という。）を発見しても、買受者は売渡者に対し、当該物品の修補、代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができない。ただし、契約不適合が売渡者の重大な過失によって生じたものであったときはこの限りでない。
（契約金額減額請求権）
第９条　契約締結後に、新たに契約不適合を発見しても、買受者は売渡者に対し、契約不適合の程度に応じ契約金額の減額を請求することができない。ただし、契約不適合が、売渡者の重大な過失によって生じたものであったときはこの限りでない。

 (契約解除)

第１０条　売渡者は、買受者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、解除により買受者に損害があっても、買受者は、売渡者に損害を請求することができない。

（１）買受者が、期限又は期間内に契約を履行する見込みがないと売渡者が認めた場合

（２）買受者が、正当な理由なしに契約履行の着手をしないとき

（３）前各号のほか、買受者が、契約条項に違反したとき

（費用の負担）
第１１条　この契約の締結に要する費用は、買受者の負担とする。
（管轄裁判所）
第１２条　この契約について訴訟等の生じたときは、売渡者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第１審の裁判所とする。
（契約に定めのない事項）　

第１３条　この契約に定めのない事項については、必要に応じ、売渡者と買受者とが協議して定めるものとする。

